
令和８年度 岡山県南部水道企業団入札参加資格審査申請書提出要領 

 

当企業団が発注する「建設工事」「測量、建設コンサルタント業務等」「物品供給、役務の

提供等」の入札に参加を希望される方は、次により、入札参加資格審査申請書（以下「申請書」

という。）を提出してください。 

 

 

 

 

(1) 建設工事 ･････ 建設業法第２条第１項別表に掲げる「土木一式工事」等２９業種 

申請を希望する建設工事の業種について、契約締結先となる営業所において建設業の許

可（建設業法第３条）を受け、総合評定値の通知（建設業法第２７条の２９）を受けてい

る建設業者。ただし、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、審査基準

日が令和６年７月３１日以降であり、希望業種の完成工事高（２年ないし３年平均）が

「０」でないこと。 

 

(2) 測量、建設コンサルタント業務等 ･････「測量」「土木関係建設コンサルタント業務」

「建築関係建設コンサルタント業務」「地質調査業務」「補償関係コンサルタント業務」

の５業種 

申請を希望する業務のなかで、「測量」においては測量法第５５条による登録、「建築

関係建設コンサルタント業務」のうち建築一般においては建築士法第２３条による登録が

必要であり、申請の際にそれぞれの証明書（写し可）が必要となります。 

 

(3) 物品供給、役務の提供等 ･････ (1) 及び (2) に該当しない業務等 

「漏水調査業務」を希望される方は、(3) 物品供給、役務の提供等 で申請書を提出し

てください。 

 

 

 

 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に該当する場合 

(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実が記載してある場合 

(3) 申請書提出時点で、希望業種の２年以上の営業の実績がない場合 

(4) 賦課されているすべての税（国税、岡山県税及び市税）を完納していない場合 

(5) 代表者又は役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はこ

れらと社会的に非難されるべき関係を有する者である場合 

(6) 社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）に未加入である場合（建設工事の

み。加入義務がない業者を除く。） 

(7) 退職金共済制度（建退共等）に未加入である等、退職金制度を完備していない場合（建

設工事のみ。） 

１ 申請書の提出を受ける業種等及び対象者の要件 

２ 申請書を受理しない場合 

1



 

 

 

「建設工事」及び「測量、建設コンサルタント業務等」を希望する場合、それぞれ 

(1) 区域内業者 

倉敷市、玉野市及び岡山市のいずれかに本社又は本店を有する業者   ５業種以内 

(2) 県内業者 

倉敷市、玉野市及び岡山市を除く岡山県内に本社又は本店を有する業者 ３業種以内 

(3) 県外業者 

岡山県外に本社又は本店を有する業者                ３業種以内 

とし、申請書に記入してください。年度途中での変更及び追加は認めません。 

 

 

 

 

「提出書類一覧表（４ページから７ページ）」の番号順に、綴じ紐を使用して提出してく

ださい。（ただし、提出書類 16「入札参加資格審査申請書受付票」は綴じずに提出） 

各種様式等は、当企業団ホームページからダウンロード可能です。必ず令和８年度の様式

を使用してください。 

 

 

 

 

(1) 提出方法 

原則、郵送による。（持参による提出も可） 

(2) 受付期間 

令和８年２月２日（月）～令和８年２月２７日（金）まで（必着） 

（持参による場合は、上記受付期間（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）の午前

９時から午後５時まで） 

※ 受付期間経過後の提出は一切受け付けません。 

(3) 提出（郵送）先 

 ８ 問い合わせ先  を参照してください。 

(4) その他 

郵送方法は指定しませんが、郵送時の事故防止のため、簡易書留、特定記録郵便又はレ

ーパック等をご活用ください。（郵送時の事故等を理由とする提出期限の延長は一切でき

ませんので、ご注意ください。） 

封筒表面に「入札参加資格審査申請書在中」と明記してください。また、申請書の受付

票が必要な場合は、受付票返信用封筒（宛名記入、必要分の切手貼付）を必ず同封してく

ださい。（同封されていない場合、受付票は返信しません。） 

  

３ 希望業種数 

４ 提出書類 

５ 提出方法及び受付期間 
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資格を有すると認められた方について、令和８年４月１日（水）以降に当企業団ホームペ

ージ及び総務課窓口において資格者名簿を公表しますので、確認してください。（ホームペ

ージでの公表は「建設工事」のみとなります。） 

なお、登録済通知書等の発行はしませんので、ご注意ください。 

この申請に基づく入札参加資格は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間適

用します。（当該期間に公告し、又は通知する入札に参加することができます。また、令和

８年３月中に執行する令和８年度分単価契約等に係る入札においても同様とします。） 

 

 

 

 

この提出要領について補足等がある場合は当企業団ホームページに掲載しますので、随時

確認してください。 

 

 

 

 

〒７１０－０８０７ 

岡山県倉敷市西阿知町２４７番地の１ 

岡山県南部水道企業団総務課 

ＴＥＬ：０８６－４６５－５０５０  ＦＡＸ：０８６－４６５－５０５６ 

ホームページアドレス： http://www.nansui.or.jp 

 

 

６ 資格審査結果及び適用期間 

７ その他注意事項 

８ 問い合わせ先 
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提 出 書 類 一 覧 表 

（凡例   ○ → 提出必要  × → 提出不要  △ → 該当する場合に提出必要） 

番号 提 出 書 類 工事 ｺﾝｻﾙ 
物品 

役務 
写し 備          考 

１ 入札参加資格審査申請書 

（1）建設工事（様式１） 

（2）測量、建設コンサルタント 

業務等（様式２） 

（3）物品供給、役務の提供等 

（様式３） 

○ ○ ○ 不可 申請者は本社の代表者とし、実印を申請印欄

に押印してください。 

申請書右上の日付欄には、申請書提出（郵

送）時の日付を事前に記入してください。 

記入漏れ等のないように注意するとともに、

他の提出書類との内容の整合を確認してくださ

い。 

申請する種類（(1)～(3)）ごとに様式が異な

るので注意してください。 

２ 測量、建設コンサルタント業務等

希望内訳書（様式４） 

※２枚ありますので、Ａ４両面印

刷で提出してください。 

× ○ × 可 測量、建設コンサルタント業務等を希望する

全者提出してください。 

必ず令和８年度の様式を使用してください。 

３ 経営規模等評価結果通知書・総合

評定値通知書 

○ × × 可 審査基準日が令和６年７月３１日以降のもの

であることを確認してください。 

通知書において「その他の審査項目（社会性

等）」欄の「雇用保険加入の有無」、「健康保

険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有

無」の項目のすべてが「有」又は「除外」でな

い場合は、別途保険への加入が確認できる書類

の提出が必要となります。 

４ 印鑑証明書 ○ ○ ○ 可 証明年月日が令和７年１１月１日以降のもの

であることを確認してください。 

５ 使用印鑑届 

（様式５、任意の様式でも可） 

○ ○ ○ 不可 実印と同一の場合も提出してください。 

６ 年間委任状 

（様式６、任意の様式でも可） 

△ △ △ 不可 入札及び契約締結等の権限を支店長等に委任

する場合は提出してください。（「建設工事」

の場合、受任先は、希望業種の許可を有する建

設業法第３条の営業所であること。） 

委任状右上の日付欄には、申請書提出（郵

送）時以前の日付を事前に記入してください。 
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（凡例   ○ → 提出必要  × → 提出不要  △ → 該当する場合に提出必要） 

番号 提 出 書 類 工事 ｺﾝｻﾙ 
物品 

役務 
写し 備          考 

７ 技術職員名簿 

（経営事項審査申請時（提出書類

３の結果通知書の審査申請時）に

添付したものの写し） 

○ × × 可 直近（申請時）のものを提出してください。 

 技術者経歴書（様式自由） × ○ △ 可 技術者ごとに法令による資格等が確認できる

様式で提出してください。 

物品供給、役務の提供等については、「漏水

調査業務」を希望する場合のみ提出してくださ

い。 

８ 建設業許可証明（確認）書又は建

設業許可通知書 

※国土交通省の建設業者検索シス

テムから出力されたＰＤＦのみ

でも可とします。（ただし、許

可の有効期限が切れていない場

合に限ります。） 

○ × × 可 建設業許可証明（確認）書の場合は、令和７

年１１月１日以降の発行日であることを確認し

てください。 

許可の有効期間の満了後、許可更新中の場合

は、更新中であることを証明できる書類（受付

印を押した申請書等）を添付するものとし、後

日正式な証明（確認）書又は通知書を提出して

ください。 

 登録証明書・現況報告書 

※希望業種により、次の書類を添

付してください。 

【測量】登録証明書（必須） 

【建築設計（建築一般）】 

建築士事務所登録証明書 

（必須） 

【土木設計・地質調査・補償】 

（登録があれば）国土交通省の

確認印のある現況報告書 

× △ × 可 登録証明書については、証明年月日が令和７

年１１月１日以降のものであることを確認して

ください。 

最新の現況報告書を手続中の場合、国土交通

省の確認印のある前回分の表紙と手続中の最新

版を提出してください。 
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（凡例   ○ → 提出必要  × → 提出不要  △ → 該当する場合に提出必要） 

番号 提 出 書 類 工事 ｺﾝｻﾙ 
物品 

役務 
写し 備          考 

９ 営業所一覧表（様式自由） △ △ △ 可 本社以外の営業所がない場合は不要です。 

「建設工事」については、営業所ごとに許可

業種を明記してください。（契約締結先となる

営業所は、希望業種の許可を有する建設業法第

３条の営業所であること。） 

10 納税証明書（完納証明書） 

※次の(1)～(3)に該当するすべて

の書類を提出してください。 

    証明年月日が令和７年１１月１日以降のもの

であることを確認してください。 

証明日時点で完納の確認ができない手形等に

よる納付は不可とします。 

電子納税証明書の場合は、印刷したものを提

出してください。 

 (1) 国税 ○ ○ ○ 可 全者提出してください。 

・法人の場合は様式「その３の３」 

・個人の場合は様式「その３の２」 

 (2) 岡山県税 △ △ △ 可 契約締結先となる本社又は支店等の所在地が

岡山県内である場合のみ提出してください。 

・「県徴収金等の滞納がないこと」の証明書 

 (3) 市税 

（倉敷市税、玉野市税及び岡山市

税のいずれか） 

△ △ △ 可 契約締結先となる本社又は支店等の所在地が

倉敷市、玉野市及び岡山市のいずれかの市内で

ある場合のみ提出してください。 

・「市税の未納がないこと（各市様式）」の証

明書（市税納付後、概ね２週間以内に申請す

る場合は領収書の提示が必要となることがあ

ります。） 

11 工事経歴書（様式自由） 

（経営事項審査申請時に使用した

ものでも可） 

○ × × 可 希望業種の直近の過去１期分（１２ヶ月）に

ついて、業種ごとに分けて記載してください。 

物品供給、役務の提供等については、「漏水

調査業務」を希望する場合のみ提出してくださ

い。 

 測量等実績調書（様式自由） × ○ × 可 

 業務実績調書（様式自由） × × △ 可 
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（凡例   ○ → 提出必要  × → 提出不要  △ → 該当する場合に提出必要） 

番号 提 出 書 類 工事 ｺﾝｻﾙ 
物品 

役務 
写し 備          考 

12 財務諸表又は決算報告書 

（個人事業主の場合は貸借対照表

及び損益計算書） 

× ○ ○ 可 直近のものを提出してください。（「測量、

建設コンサルタント業務等」については、現況

報告書の添付がある場合は不要です。） 

13 建設業退職金共済等加入証明書 

 

○ × × 可 証明年月日が令和７年１１月１日以降のもの

であることを確認してください。 

（提出書類３）経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書の「その他の審査項目（社会

性等）」欄において、「建設業退職金共済制度

加入の有無」又は「退職一時金制度若しくは企

業年金制度導入の有無」が「有」となっている

場合は、証明書の提出は不要です。 

※いずれの制度にも未加入の場合は代表者押印

の理由書（写し可）を添付してください。理

由書には次のことが分かる内容を記載してく

ださい。 

・社内の退職金制度を完備していること。 

・下請に出さず自社施工していること、又は、

下請けに出していても日雇労働者を使用して

いないこと。 

14 登記事項証明書 

（個人事業主の場合は 

①身分証明書 

②登記されていないことの証明書 

が必要になります。） 

○ ○ ○ 可 商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項

全部証明書を添付してください。 

証明年月日が令和７年１１月１日以降のもの

であることを確認してください。 

15 暴力団排除に関する誓約書（兼同

意書）（様式７） 

○ ○ ○ 不可 本社の代表者によるものとし、実印を押印し

てください。 

16 入札参加資格審査申請書受付票 

（様式８） 

△ △ △ 可 受付票が必要な方は提出してください。（郵

送による場合は、返信用封筒（宛名記入、必要

分の切手貼付）を必ず同封してください。） 

※受付票及び返信用封筒が同封されていない場

合は受付票の返信はいたしません。 
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